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都 市 基 盤 部 道 路 管 理 課

（第８４号議案）

特別区道路線の認定について

道路法に基づき、下記のとおり、特別区道路線の認定（以下「路線認定」という。）

を行う。

記

１ 路線認定の理由

本路線は、道路敷きの寄付を受けたことにより特別区道の認定要件を満たすよう

になったことから、特別区道の路線として認定を行うものである。

２ 路線認定の対象路線

① 路線番号 ４４－９１０

② 位 置 起点 中野区白鷺二丁目９３５番３５

終点 中野区白鷺二丁目９３４番６

③ 延 長 ４０．９６ｍ

④ 幅 員 ４．６０～５．００ｍ



中野区白鷺二丁目地内略図 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
凡    例 

 

      特 別 区 道 

 

      区 有 通 路 

 

      私 道 

 

      公 共 溝 渠 

 

      地 番 界 

 

      認 定 す る 路 線 
 


